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衆
議
院
議
員
加
藤
勝
信
君
提
出
子
ど
も
・
子
育
て
新
シ
ス
テ
ム
の
基
本
制
度
案
要
綱
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
の
子
ど
も
に
質
の
高
い
幼
児
教
育
及
び
保
育
を
保
障
す
る
た
め
、
「
子
ど
も
・
子
育
て
新

シ
ス
テ
ム
の
基
本
制
度
案
要
綱
」（
平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
九
日
少
子
化
社
会
対
策
会
議
決
定
。
以
下
「
要
綱
」
と
い
う
。

）
に
お
い
て
、
幼
稚
園
、
保
育
所
及
び
認
定
こ
ど
も
園
の
間
の
垣
根
を
取
り
払
い
、
新
た
な
指
針
（
こ
ど
も
指
針
（
仮
称
）

）
に
基
づ
き
幼
児
教
育
と
保
育
を
共
に
提
供
す
る
こ
ど
も
園
（
仮
称
）
に
一
体
化
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
参
入
要
件
等
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
サ
ー
ビ
ス
の
量
的
拡
大
及
び
多
様

な
給
付
メ
ニ
ュ
ー
の
提
供
に
よ
る
利
用
者
の
選
択
の
拡
大
を
図
る
た
め
に
は
、
サ
ー
ビ
ス
の
質
を
担
保
し
つ
つ
多
様
な
事
業

者
の
参
入
を
促
す
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
客
観
的
な
基
準
に
よ
る
事
業
者
の
指
定
制
を
導
入
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
そ

の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
要
綱
に
基
づ
き
、
更
に
検
討
を
進
め
て
ま
い
り
た
い
。

三
に
つ
い
て

「
公
的
保
育
契
約
制
度
」
と
は
、
客
観
的
な
基
準
に
基
づ
く
市
町
村
に
よ
る
保
育
の
必
要
性
の
認
定
に
基
づ
き
利
用
者
が

一



サ
ー
ビ
ス
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
仕
組
み
で
あ
り
、
そ
の
具
体
的
な
関
与
の
在
り
方
な
ど
の
詳
細
に
つ
い

て
は
、
今
後
、
要
綱
に
基
づ
き
、
更
に
検
討
を
進
め
て
ま
い
り
た
い
。

四
に
つ
い
て

「
子
ど
も
・
子
育
て
包
括
交
付
金
（
仮
称
）
」
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
要
綱
に
基
づ
き
、
「
子
ど
も
・
子
育
て
新

シ
ス
テ
ム
」
全
体
の
給
付
設
計
や
費
用
負
担
の
在
り
方
も
踏
ま
え
、
す
べ
て
の
子
ど
も
へ
の
良
質
な
成
育
環
境
を
保
障
す
る

と
の
観
点
か
ら
、
市
町
村
が
可
能
な
限
り
自
由
度
を
持
っ
て
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
給
付
を
実
施
で
き
る
よ
う
、
地
方
の
意

見
も
反
映
し
つ
つ
、
更
に
検
討
を
進
め
て
ま
い
り
た
い
。

二


